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１．事 業 所 経 営 法 人 

（１）法人名          社会福祉法人 平 元 会 

（２）法人所在地       青森県青森市大字高田字川瀬１８７番地１４ 

（３）電話番号         ０１７－７６３－５５０８ 

（４）代表者氏名       理事長  藤 本 由美子 

（５）設立年月日        平成元年１１月２８日 

 

２．ご 利 用 事 業 所 

（１）事業所の種類      指定短期入所生活介護事業所(介護予防短期入所生活介護) 

（当事業所は特別養護老人ホーム寿幸園に併設されています。） 

             介護保険事業所番号０２７０１００４０７ 

（２）事業所の目的     １ 高齢者の自立支援という観点に立って、在宅の要支援者等

を一時的に利用することにより、心身機能の維持向上等を図

るとともに、その家族の身体的精神的負担の軽減を図ること

を目的とする。 

２ 当事業所は、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立

場にたってサービスの提供に努める。 

３ 当事業所は，明るく家庭的な雰囲気を有し、地域や家庭と

の結びつきを重視した運営を行い、市町村、居宅介護支援事

業者、居宅サービス提供事業者、他の介護保険施設、その他

保健医療サービスを提供するものとの密接な連携に努める。 

（３）事業所の名称      特別養護老人ホーム寿幸園 

（４）事業所の所在地    青森県青森市大字高田字川瀬１８６番地１ 

（５）電話番号         ０１７－７３９－６４７３ 

（６）施設長（管理者）  三 浦 幸 子  

（７）当事業所の運営方針 １ 当事業所は、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止

に資するよう、その心身の状態等を踏まえて介護を適切に

行います。 

２ 当事業所は、サービスの提供に当たり、施設サービス計

画に基づき、漫然かつ画一的なものとならないよう配慮し

て行います。 

３ 当事業所の職員は、サービスの提供に当たっては、懇切

丁寧を旨とし、利用者又はその家族に対し、介護上必要な

事項について理解しやすいよう指導又は説明を行います。 

４ 当事業所は、利用者又は他の利用者等の生命又は身体を

保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その

他利用者の行動を制限する行為は行わない。やむを得ず拘

束する場合は、利用者又は家族に説明の上、医師の指示の

下に行うとともに、その状態、経過、心身の状況及び拘束

の理由等を記録します。 

５ 当事業所は、自らその提供するサービスの質の評価を行

い、常にその改善を図ります。 
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６ 当事業所は、利用者一人一人の意思及び人格を尊重し、

居宅サービス計画に基づき、利用者が相互に社会的関係を

築き、自立的な日常生活を営むことができるよう支援しま

す。 

７ 当事業所は、地域や家族との結びつきを重視した運営を

行い、市町村、居宅介護支援事業所、他の介護保険施設そ

の他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供するも

のとの連携に努めます。 

（８）開設年月          平成３年４月１日 

（９）営業日及び営業時間 

    

    

（９）利用定員           １０人 

（１０）通常の事業実施区域 青森市 

 

３．居 室 の 概 要 

（１）居室等の概要 

 当事業所では以下の居室・設備をご用意しています。個室の種類により、ご希望がある

場合は、その旨お申し出下さい。（ただし、ご契約者の心身の状況や居室の空き状況により

ご希望に沿えない場合もあります。） 

 

居室・設備の種類 室数 備考 

個室（１人部屋） １０室 ユニットスペース定員１０人 

食堂 １室 ユニットスペースに１室 

機能訓練室 １室  

浴室 １室 一般浴槽・特殊浴槽・リフト浴槽 

医務室 １室  

※上記は、青森市指定居宅サービス等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める

条例により、指定（介護予防）短期入所生活介護事業所に設置が義務づけられている

施設・設備です。この施設・設備の利用にあたって、ご契約者に、個室料以外特別に

ご負担いただく費用はありません。 

☆ 居室の変更：ご契約者から居室の変更希望の申し出があった場合は、居室の空き状況

により事業所でその可否を決定します。また、ご契約者の心身の状況や他利用者の心

身の状況により居室を変更する場合があります。その際には､ご契約者やご家族等と協

議のうえ決定するものとします。 

 

営業日 年中無休 

受付時間 月～土（日・祝日を除く）８:００～１７：００（緊急対応可能） 
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４．職員の配置状況 

当事業所では、ご契約者に対して指定短期入所生活介護サービスを提供する職員として、

以下の職種の職員を特別養護老人ホームに併設のため寿幸園と一体的に配置しています。 

《主な職員の配置状況》※職員の配置については、厚生労働省が定める指定基準を遵守し

ています。 

 

職     種 員数 

施設長 １ 

副施設長 １ 

生活相談員 ２以上 

介護職員 ４以上 

看護職員 １以上 

機能訓練指導員 １以上 

介護支援専門員（兼務） ７ 

医師（嘱託） １以上 

管理栄養士 １以上 

 

 

《主な職種の勤務体制》 

職  種 勤 務 体 制 

医師 週１回 回診 

介護職員 日勤： ８：００～１７：００    

    ９：００～１８：００    

早番： ７：００～１６：００    

    ７：３０～１６：３０    

遅番：１０：００～１９：００    

   １０：３０～１９：３０    

夜勤：１７：３０～ ８：３０    

看護職員 日中： ８：００～１７：００    

夜勤：１６：３０～ ８：３０    

機能訓練指導員 ８：００～１７：００    

☆ ユニットケア体制の実施及び職員の欠員により上記と異なる場合があります。 
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５．当事業所が提供するサービスと利用料金 

 当事業所では、ご契約者に対して以下のサービスを提供します。 

当事業所が提供するサービスについて、 

があります。 

 

（１）介護保険の給付の対象となるサービス（契約書第５条参照） 

以下のサービスについては、利用料金の１割が自己負担、９割が介護保険から給付さ

れます。なお、一定所得以上の方は、利用料金の２割が自己負担、８割が介護保険又は、

３割が自己負担、７割が介護保険から給付されることとなります。詳しくは、行政機関

より交付される『介護保険負担割合証』をご確認ください。なお、『介護保険負担割合証』

については、介護保険証とご一緒に当施設までご提示くださいますようお願いします。 

 

《サービスの概要》   

① 食事に関する栄養管理（ただし、食材費及び調理に係る費用は別途いただきます。） 

当事業所では、管理栄養士が管理する献立により、栄養並びにご契約者の身体の状況及

び嗜好を考慮した食事を提供します。 

下記の時間に限らず、ご本人に合わせて提供いたします。 

  （食事時間） 

   朝 食 ：  ７：３０～ ８：３０    

昼 食 ： １２：００～１３：００   

   夕 食 ： １８：００～１９：００ 

② 入 浴 

入浴又は清拭を週２回以上行います。 

利用者の身体状況に合わせ個浴・リフト浴・機械浴槽を使用し入浴することができます。  

③ 排 泄 

排泄の自立支援のため、ご契約者の身体能力を最大限活用した援助を行います。 

④ 機能訓練 

機能訓練指導員の指示の下、ご契約者の心身等の状況に応じて、日常生活に必要な機能

の回復又はその減退を防止するための訓練を行います。 

（利用期間中に効果を求めるにはご希望に添えない場合がございます。） 

⑤ 健康管理 

医師や看護職員が、健康管理を行います。 

⑥ その他自立への支援 

寝たきり防止のため、できるかぎり離床した生活を送ることができるように援助します。 

生活のリズムを考え、毎朝夕の着替えを行うよう配慮します。 

清潔で快適な生活が送れるよう、適切な整容が行なわれるよう援助します。 

 

 

（１）利用料金が介護保険から給付される場合（介護保険給付の対象となるサービス） 

（２）利用料金の全額をご契約者に負担いただく場合（有料サービス） 
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《サービス利用料金（１日当たり）》（契約書第 7 条参照） 

下記の料金表により、ご契約者の要介護度に応じたサービス利用料金から介護保険給付費

額を除いた金額（自己負担額）をお支払い下さい。サービスの利用料金は、ご契約者の要

介護度に応じて異なります。なお、一定所得以上の方は２割負担、若しくは３割負担とな

ります。行政機関より『介護保険負担割合証』が交付されますので、当施設までご提示を

お願いします。 

 

短期入所生活介護 

① 併設型ユニット型短期入所生活介護費（１割負担の方） 

ご契約者の要介護度と

サービス利用料金 

要介護度１ 

７，０４０円 

要介護度２ 

７，７２０円 

要介護度３ 

８，４７０円 

要介護度４

９，１８０円 

要介護度５       

９，８７０円  

内

 

訳 

介護保険から給付

される金額   

（９割） 

６，３３６円 ６，９４８円 ７，６２３円 ８，２６２円 ８，８８３円 

サービス利用に係

る自己負担額  

（１割） 

７０４円 ７７２円 ８４７円 ９１８円 ９８７円 

（２割負担の方） 

ご契約者の要介護度と

サービス利用料金 

要介護度１ 

７，０４０円 

要介護度２ 

７，７２０円 

要介護度３ 

８，４７０円 

要介護度４

９，１８０円 

要介護度５       

９，８７０円  

内

 

訳 

介護保険から給付

される金額   

（８割） 

５，６３２円 ６，１７６円 ６，７７６円 ７，３４４円 ７，８９６円 

サービス利用に係

る自己負担額  

（２割） 

１，４０８円 １，５４４円 １，６９４円 １，８３６円 １，９７４円 

（３割負担の方） 

ご契約者の要介護度と

サービス利用料金 

要介護度１ 

７，０４０円 

要介護度２ 

７，７２０円 

要介護度３ 

８，４７０円 

要介護度４

９，１８０円 

要介護度５       

９，８７０円  

内

 

訳 

介護保険から給付

される金額   

（７割） 

４，８７２円 ５，３４８円 ５，８６６円 ６，３５６円 ６，８３２円 

サービス利用に係

る自己負担額  

（３割） 

２，１２２円 ２，３１６円 ２，５４１円 ２，７５４円 ２，９６１円 

 

☆下記は上記①のサービス料金に加算させていただきます。 

※（ ）内の左側料金は２割負担の方、右側料金が３割負担の方の料金となります。 

② 機能訓練体制加算 ～１日につき１２円（２４円・３６円）の利用料金が加算されます。 

③ 個別機能訓練加算（有り、１日につき５６円（１１２円・１６８円）の利用料金が加算さ

れます。 

④ 送迎加算 ～ 希望される場合、片道１８４円（３６８円・５５２円） 

⑤ 療養食加算 ～ 医師の指示せんに基づく療養食を提供した場合、１食につき８円（１

６円・２４円）の利用料金が加算されます。 

⑥ 看護体制加算Ⅲイ ～ 常勤の看護師を１名以上配置しているので、１日につき１２

円（２４円・３６円）の利用料金が加算されます。 
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⑦ 看護体制加算Ⅳイ ～ 夜間帯に看護職員を配置し、医療機関との連携を図り、体制

強化を図っているので、１日につき２３円（４６円・６９円）の利用料金が加算されま

す。 

⑧ 夜間職員配置加算Ⅳ ～ 夜勤時間帯を通じ看護職員を配置、又は、喀痰吸引等の実

施ができる介護職員を配置し、医療処置への対応強化を図っているので、１日につき２

０円（４０円・６０円）の利用料金が加算されます。 

⑨ サービス提供体制強化加算Ⅰ ～ 介護職員のうち介護福祉士の資格者の占める割合

が８０％以上配置している場合、または勤続１０年以上の介護福祉士が３５％以上配置

している場合に１日につき２２円（４４円・６６円）の利用料金が加算されます。 

⑩ 在宅中重度受入加算 ～ 利用者が利用している訪問看護事業所に健康管理などを行

わせた場合に１日につき４１７円（８３４円・１２５１円）の利用料金が加算されます。 

⑪ 認知症行動・心理症状緊急対応加算 ～ 医師が、認知症の行動・心理症状が認めら

れるため、在宅での生活が困難であり、緊急に入所することが適当であると判断した方

に対し、指定介護福祉施設サービスを行った場合は、利用した日から起算して７日を限

度として、１日につき２００円（４００円・６００円）の利用料金が加算されます。 

⑫ 医療連携強化加算 ～ 別に厚生労働大臣に定める状態にあるもの（※１）に対して

介護を行った場合、１日につき５８円（１１６円・１７４円）の利用料金が加算されま

す。 

※１ イ 喀痰吸引を実施している状態 

    ロ 呼吸障害等により人工呼吸器を使用している状態 

    ハ 中心静脈注射を実施している状態 

    二 人工腎臓を実施している状態 

    ホ 重篤な心機能障害、呼吸障害等により常時モニター測定を実施している状態 

    へ 人工膀胱又は人工肛門の処置を実施している状態 

    ト 経鼻胃管や胃瘻等の経腸栄養が行われている状態 

    チ 褥瘡に対する治療を実施している状態 

    リ 気管切開が行われている状態 

※ 当事業所では、『ハ 中心静脈注射を実施している状態』、『二 人工腎臓を実施してい

る状態』、『ト 経鼻胃管が行われている状態』、『リ 気管切開が行われている状態』

に対応できる体制は整っていません。  

⑬ 緊急短期入所受入加算 ～ 居宅サービス計画において計画的に行うこととなってい

ない短期入所生活介護を緊急に行った場合、７日間を限度として１日につき９０円（１

８０円・２７０円）の利用料金が加算されます。 

⑭ 連続して３０日を超えて６０日以内まで指定短期入所を利用している場合 ～   

１日につき３０円（６０円・９０円）減算します。 

⑮ 連続して６０日を超えて指定短期入所を利用している場合 ～   

１日につき３２円（６４円・９６円）減算します。 

⑯ 認知症専門ケア加算Ⅱ ～ 認知症の方に適切なサービスが提供されるよう、認知症

介護に係る専門的な研修を終了している職員を配置し、チームとして認知症ケア体制を

図っているので、１日につき４円（８円・１２円）の利用料金が加算されます。
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⑰ 生活機能向上連携加算 ～ 外部のリハビリテーション専門職と連携して機能訓練の

マネジメントを行った場合、１月につき２００円（４００円・６００円）、個別機能訓練

加算を算定している場合は、１月につき１００円（２００円・３００円）の利用料金が

加算されます。 

⑱ 看取り連携体制加算 ～ 医師が終末期にあると判断した入居者について、医師、看護、

看護職員等が共同して本人、家族の同意を得ながら看取り介護を行った場合に、死亡前３

０日を限度として１日につき次の額が利用料金に加算されます。なお、この加算に関して

は別途同意書を作成いたします。 

死亡日より３０日以下 ～ ６４円／日（１２８円／日・１９２円/日） 

⑲ 生産性向上推進体制加算Ⅱ 

入居者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討する

ための委員会の開催や必要な安全対策を講じた上で、見守り機器等のテクノロジーを１つ

以上導入し取組による効果を示すデータの提出を行った場合、１月につき１０円(２０円・

３０円)の利用料金が加算されます。 

⑳ 介護職員処遇改善加算Ⅰ ～ 所定単位数にサービス加算率８．３％を乗じた額 

㉑ 介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ ～ 所定単位数にサービス加算率２．７％を乗じた額 

㉒ 介護職員等ベースアップ等支援加算 ～ 所定単位数にサービス加算率１．６％を乗

じた額 

㉓ 介護職員処遇改善加算（令和６年６月より開始予定） ～  

※⑳㉑㉒の加算が廃止となり、新たに所定単位数にサービス加算率１４．０％を乗じた額 

 

☆ ご契約者がまだ要介護認定を受けていない場合には申請してからの利用となります。

サービス利用料金は認定結果が通知された事を受け、介護支援専門員（ケアマネージャ

ー）の居宅サービス計画作成後に請求いたします。 

☆ 介護報酬の改定や介護保険からの給付額に変更があった場合は、変更された額に合わ

せて、また、職員の欠員等により減算される場合や加算されない場合はそれに応じてご

契約者の負担額を変更します。なお、介護報酬の改定にあっては利用料金の変更につい

てご契約書又はご家族に説明し同意を得ます。 
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介護予防短期入所生活介護 

① 併設型ユニット型介護予防短期入所生活介護費（１割負担の方） 

ご契約者の要介護度と

サービス利用料金 

要支援１  

５，２９０円 

要支援２  

６，５６０円 

内

訳 

介護保険から給付

される金額（９割） 
４，７６１円 ５，９０４円 

サービス利用に係

る 

自己負担額（１割） 

５２９円 ６５６円 

 

（２割負担の方） 

ご契約者の要介護度と

サービス利用料金 

要支援１  

５，２９０円 

要支援２  

６，５６０円 

内

訳 

介護保険から給付

される金額（８割） 
４，２３２円 ５，２４８円 

サービス利用に係

る 

自己負担額（２割） 

１，０５８円 １，３１２円 

 

（３割負担の方） 

ご契約者の要介護度と

サービス利用料金 

要支援１  

５，２９０円 

要支援２  

６，５６０円 

内

訳 

介護保険から給付

される金額（７割） 
３，７０３円 ４，５９２円 

サービス利用に係

る 

自己負担額（３割） 

１，５８７円 １，９６８円 

下記は上記①のサービス料金に加算させていただきます。 

※（ ）内の左側料金は２割負担の方、右側料金が３割負担の方の料金となります。 

② 機能訓練体制加算 ～ １日につき１２円（２４円・３６円）の利用料金が加算され

ます。 

③ 個別機能訓練加算（有り、１日につき５６円（１１２円・１６８円）の利用料金が加算さ

れます。） 

④送迎加算 ～ 希望される場合、片道１８４円（３６８円・５５２円） 

⑤サービス提供体制強化加算Ⅰ ～ 介護職員のうち介護福祉士の資格者の占める割合が

８０％以上配置している場合、または勤続１０年以上の介護福祉士が３５％以上配置し

ている場合に１日につき２２円（４４円・６６円）の利用料金が加算されます。 

⑥ 療養食加算 ～ 医師の指示せんに基づく療養食を提供した場合、１食につき８円（１

６円・２４円）の利用料金が加算されます。 

⑦ 生産性向上推進体制加算Ⅱ 

入居者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討する

ための委員会の開催や必要な安全対策を講じた上で、見守り機器等のテクノロジーを１つ

以上導入し取組による効果を示すデータの提出を行った場合、１月につき１０円(２０円・

３０円)の利用料金が加算されます。 
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⑧ 介護職員処遇改善加算Ⅰ ～ 所定単位数にサービス加算率８．３％を乗じた額 

⑨ 介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ ～ 所定単位数にサービス加算率２．７％を乗じた額 

⑩ 介護職員等ベースアップ等支援加算 ～ 所定単位数にサービス加算率１．６％を乗

じた額 

⑪介護職員処遇改善加算（令和６年６月より開始予定） ～  

※⑧⑨⑩の加算が廃止となり、新たに所定単位数にサービス加算率１４．０％を乗じた額 

 

☆ ご契約者がまだ要介護認定を受けていない場合には申請してからの利用となります。

サービス利用料金は認定結果が通知された事を受け、介護支援専門員（ケアマネージャー）

の居宅サービス計画作成後に請求いたします。 

☆ 介護予防短期入所の利用限度日数を超える場合はサービス利用料金の全額をお支払い

いただきます。 

☆ 介護報酬の改定や介護保険からの給付額に変更があった場合は、変更された額に合わ

せて、また、職員の欠員等により減算される場合や加算されない場合はそれに応じてご契

約者の負担額を変更いたします。なお、介護報酬の改定等にあっては利用料金の変更につ

いてご契約者又はご家族に説明し同意を得ます。 

 

（２） 介護保険の給付対象とならないサービス（契約書第６条、第７条参照） 

以下のサービスは、利用料金の全額がご契約者の負担となります。 

《有料サービスの概要と利用料金》  

以下のサービスについては、利用料金をご負担いただきます。 

①  個室の利用料金（令和６年４月～７月） 

利用者負担段階 利 用 料 

第１段階 一日   ８２０円 

第２段階 一日   ８２０円 

第３段階 一日 １，３１０円 

第４段階 一日 １，５００円 

 

個室の利用料金（令和６年８月～） 

利用者負担段階 利 用 料 

第１段階 一日   ８８０円 

第２段階 一日   ８８０円 

第３段階 一日 １，３７０円 

第４段階 一日 １，５００円 

 

② 食費の利用料金 

利用負担段階 利 用 料 

第１段階 一日   ３００円 

第２段階 一日   ６００円 

第３段階① 一日 １，０００円 

第３段階② 一日 １，３００円 

第４段階 一日 １，４４５円 

※食材料費及び調理に係る費用１日当たり１，４４５円（朝４００円、昼５００円、夕５

４５円）となっています。（ただし、食費について負担限度額認定を受けている場合には、
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認定証に記載されている食費の負担限度額が１日のお支払いいただく食費の上限となりま

す。）
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③ 家電製品利用料 

  個人専用ＴＶ代金として １日／３２円 

（ＴＶは施設でご準備いたします。また、ＴＶ以外の家電製品を持ち込んだ場合でも使

用した場合は電気料金としてご負担いただきます。） 

④ 理髪・美容 

［理髪サービス］ 

 月に１回、月末に理容師の出張による理髪サービス（調髪、顔剃）をご利用いただけ

ます。 

 利用料金：理 髪 １，５００円 

⑤ 貴重品の管理 

ご契約者の希望により、貴重品管理サービスをご利用いただけます。 

利用料金：１ヶ月以内 ５００円（手数料） 

⑥ レクリエーション、クラブ活動（教養娯楽費） 

ご契約者の希望によりレクリエーションやクラブ活動に参加していただくことができま

す。 

 利用料金：材料代等の実費をいただくことがあります。 

クラブ活動（例）書道、茶道、華道（材料代等の実費をいただくことがあります。） 

⑦ 複写物の交付 

ご契約者は、サービス提供についての記録をいつでも閲覧できますが、複写物を必要と

する場合には実費をご負担いただくことがあります。 

１枚につき   １０円 

⑧ 日常生活上必要となる諸費用実費 

日常生活品の購入代金等ご契約者の日常生活に要する費用でご契約者にご負担いただく

ことが適当であるものにかかる費用をご負担していただきます。 

おむつ代は介護保険給付対象となっていますのでご負担の必要はありません。 

 

⑨ 健康管理費（インフルエンザ予防費）実費 

  ※時期的なものであり且つ任意予防接種であるので強制ではありません。 

  ※予防の観点から事前にかかりつけ医などでの接種をお勧めいたします。 
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（３）利用料金のお支払い方法（契約書第７条参照） 

 

上記（１）、（２）の料金・費用は、１か月（月末締め）ごとに計算し、ご請求しますの

で、当月末日までに以下の方法でお支払い下さい。（サービスに関する利用料金は、利用

日数に基づいて計算した金額とします。） 

（４）利用中の中止、変更、追加 

   ○利用予定前に、ご契約者の都合により、短期入所生活介護サービス（介護予防短

期入所生活介護）の利用を中止または変更、若しくは新たなサービスの利用を追加

することができます。その場合にはサービスの実施日前日までに事業所に申し出て

ください。 

   ○サービス利用の変更・追加の申し出に対して、事業所の稼働状況により契約者の

希望する期間にサービスの提供ができない場合、他の利用可能日時を提示して協議

いたします。 

   ○ご契約者が既にサービスを実施している期間中でも利用を中止することができま

す。その場合既に利用されたサービスに係る利用料金はご負担いただきます。 

   ○利用予定日の前日までに申し出がなく、当日になって利用の中止の申し出をされ

た場合、キャンセル料として下記の料金をご負担いただく場合があります。ただし、

ご契約者の体調不良などの正当な事由がある場合はこの限りではありません。 

利用予定の前日までに申し出があった場合 無料 

〃     がなかった場合 自己負担相当額（１０%） 

 

（５）利用中の医療の提供について 

   医療を必要とする場合は、原則的に事業所からご家族へ連絡し、ご家族によりかか

りつけの医療機関へ受診していただいております。 

また、ご契約者の希望により、下記協力医療機関において診療や入院治療を受ける

ことができます。（ただし、下記医療機関での優先的な診療・入院治療を保証するも

のではありません。また、下記医療機関での診療・入院治療を義務づけるものでも

ありません。利用中の通院などに関しても、短期入所、介護予防短期入所サービス

にありませんのでご家族様の協力をお願いいたします。） 

なお、緊急時は利用者の意向を尊重し、対応いたします。

ア． 下記口座へ振込み  

  

 青森銀行 大野支店 普通預金口座 ５１４１ 

 特別養護老人ホーム寿幸園 園長 三浦 幸子 

 

イ． ご家族様ご指定の口座より振替 
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① 協力医療機関 

医療機関の名称 白 取 医 院 

所在地 青森市大字高田字川瀬２９４番地９ 

診療科 内科 

 

医療機関の名称 藤本クリニック 

所在地 青森市大字大野字片岡３４番地３ 

診療科 脳神経外科、内科 

 

医療機関の名称 あおもり協立病院 

所在地 青森市東大野２丁目１番１０号 

診療科 内科、消化器科、循環器、呼吸器、神経内科、外科、精神科 

 

医療機関の名称 青森新都市病院 

所在地 青森市石江３丁目１番地 

診療科 外科、内科 

② 協力歯科医療機関 

医療機関の名称 ふじもと歯科医院 

所在地 青森市大字荒川字柴田１５番地２ 

 

６．サービス利用をやめる場合（契約の終了について） 

契約の有効期間は、契約締結の日から契約期間満了までです。従って、以下のような事

由がない限り、契約期間中継続してサービスを利用することができますが、仮にこのよ

うな事項に該当するに至った場合には、当事業所との契約は終了とします。（契約書第 16

条参照） 

①ご契約者が死亡された場合 

② 事業者が解散した場合、破産した場合又はやむを得ない事由により事業所を閉

鎖した場合 

③ 事業所の滅失や重大な毀損により、ご契約者に対するサービスの提供が不可能

になった場合 

④ 当事業所が介護保険の指定を取り消された場合又は指定を辞退した場合 

⑤ ご契約者から利用終了の申し出があった場合（詳細は以下をご参照下さい。） 

⑥ 事業所から利用終了の申し出を行った場合（詳細は以下をご参照下さい。） 
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（１）ご契約者からの利用終了の申し出（中途解約・契約解除）（契約書第 17 条、第 18 条

参照） 

  契約の有効期間であっても、ご契約者から当事業所からの利用終了を申し出ることが

できます。ただし、以下の場合には、即時に契約を解約・解除し、利用を終了すること

ができます。 

①  介護保険給付対象外サービスの利用料金の変更に同意できない場合  

②  ご契約者が入院された場合  

③  事業所若しくはサービス従事者が正当な理由なく本契約に定める短期入

所生活介護サービスを実施しない場合  

④  事業所若しくはサービス従事者が守秘義務に違反した場合  

⑤  事業所若しくはサービス従事者が故意又は過失によりご契約者の身体・

財物・信用等を傷つけ、又は著しい不信行為、その他本契約を継続しがた

い重大な事情が認められる場合 

⑥ 他の利用者がご契約者の身体・財物・信用等を傷つけた場合、若しくは傷つけ

る恐れがある場合において、事業者が適切な対応をとらない場合 

 

（２）事業所からの申し出により利用終了していただく場合（契約解除）（契約書第 19 条

参照）以下の事項に該当する場合には、当事業所から利用終了していただくことがあります。 

①  ご契約者及びそのご家族が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の

重要事項について、故意にこれを告げず、又は不実の告知を行い、その結

果本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合 

②  ご契約者による、サービス利用料金の支払いが３か月以上遅延し、相当

期間を定めた催告にもかかわらずこれが支払われない場合 

③  ご契約者及びそのご家族が、故意又は重大な過失により事業所又はサー

ビス従事者もしくは他の利用者等の生命・身体・財物・信用等を傷つけ、

又は著しい不信行為を行うことなどによって、本契約を継続しがたい重大

な事情を生じさせた場合、若しくはその恐れがある場合 

④ ご契約者が、病状・心身の状況等の著しい変化により医学的管理の必要性が増

し、事業所でのサービスが継続して適さないと判断した場合 

７．身 元 保 証 人（契約書第２２条参照） 

（１）契約締結時に、ご契約者の署名を必要としますが、ご契約者ができない場合には代

理の方が署名することもできます。ご契約者本人による署名・代理人署名のいずれ

の場合においても、「身元保証人」を特定していただき、契約者が事業所を利用して

いる間、主たる連絡先として介護・医療方針等に関する判断、利用時の事業所利用

料等が円滑に支払われるための援助をお願いすることとなります。 

（２）ご契約者又は身元保証人の都合により身元保証人を変更される場合は、事業所へ変

更後の身元保証人を速やかに通知し、新たに契約書を作成するものとします。 

（３）身元保証人の前項の金融責務の限度額は契約者の責務不履行月の施設利用料３カ月

分を上限とします 

（４）第２項の履行の義務期間は契約日から５年とします。 

 



 16 

８．連帯保証人 

 連帯保証人となる方については、本契約から生じる契約者の債務について、極度額 50 万円の

範囲内で連帯してご負担いただきます。その額は、契約者又は連帯保証人が亡くなった時に確定

し、生じた債務についてご負担いただく場合があります。 

 連帯保証人からの請求があった場合には、連帯保証人の方に利用料等の支払状況、滞納金の額、

損害賠償の額等、契約者の全ての債務の額等に関する情報を提供します。 

 

９．苦情の受付について（契約書第２０条参照） 

（１）当事業所における苦情の受付 

当事業所における苦情やご相談は以下の専用窓口で受け付けます。 

○苦情受付窓口 ［職種］  生活相談員 

○電話番号   ０１７‐７３９‐６４７３ 

   ○受付時間   毎週月曜日～金曜日 

           ８：００～１７：００ 

また、苦情受付ボックスを正面玄関に設置しています。 

（２）苦情処理体制 

  利用者    事業所職員 

      

         苦情担当    事業所の苦情処理検討委員会 

               

 

 

事業所内に苦情内容及びその解決方法を掲示    利用者及び家族 

（３）行政機関その他苦情受付機関 

青森市役所介護保険課 

所 在 地  青森市新町１丁目３番７号 

電話番号  ０１７－７３４－５２５７ 

ＦＡＸ番号 ０１７―７３４―５３５５ 

受付時間  ８：３０～１８：００ 

国民健康保険団体連合会 

所在地  青森市新町２－４－１ 

電話番号  ０１７－７２３－１３３６ 

受付時間  ９：００～１７：００ 

青森県社会福祉協議会 

所在地  青森市中央 3 丁目２０－３０ 

電話番号 ０１７－７２３－１３９１ 

受付時間  ９：００～１７：００ 

（４）第３者評価事業実施の有無  無 

 

１０．守秘義務・個人情報の保護について 

（１）職員及び職員であった者は、職員である間及び職員でなくなった後においても正当

な理由がなくその業務上知り得た利用者及びご家族の秘密は漏らしません。 

（２）事業者は当事業所の職員及び職員であった者が、正当な理由なくその業務上知り得

た秘密を漏らすことの無いよう、職員との誓約書に盛り込むこととしています。 

（３）ご契約者又はご家族の個人情報を提供する場合には、あらかじめ同意を得た上での 

み行います。 
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１１．損害賠償について 

当事業所において、事業所の責任によりご契約者に生じた損害については、過失の程

度に応じ事業所はその損害を賠償いたします。守秘義務に違反した場合も同様としま

す。契約者が故意又は過失により、事業所の施設又は設備・備品の利用につき通常の

保守・管理の程度を超える補修等が必要になった場合は、その費用を全額契約者が負

担するものとします。事業所は明白な責任が無い場合、損害賠償責任を負いません。 

なお、当施設では下記の損害賠償保険会社と契約しております。 

保険会社 損害保険ジャパン日本興亜株式会社 

 

１２．身 体 拘 束 等 

（１）事業所は原則としてご契約者に対して身体拘束、その他行動を制限する行為を廃止

しております。ただし、当該ご契約者又は他の利用者等の生命または身体を保護するた

め等、やむを得ず身体拘束を行う場合は、ご家族の同意を得た上で当施設のマニュアル

に従い行うことがあります。 

当施設では、立ち上がりや歩行に支援が必要な方が起床し、マットを踏むとコールさ

れる仕組みのセンサーマットをベッドマットやベッドサイドに設置する場合があります。

入居者の生活リズムの把握や事故防止、行動をいち早く察知し支援する時に設置するも

のであり、プライバシーの侵害や行動欲求を阻害する行為（抑制）として使用すること

はありません。 

（２） 当施設は入居者様の人権の擁護・虐待等の防止のために次の通り必要な措置を

講じます。 

① 虐待を防止するため職員に研修を実施します。 

② 入居者様及びそのご家族からの苦情処理体制を整備します。 

③ その他虐待防止のために必要な措置を講じます。 

④ 当施設は、サービス提供中に、当施設職員又は擁護者（入居者のご家族等高齢

者を現に擁護する者）による虐待を受けたと思われる入居者様を発見した場合、

速やかに市町村に通報します。 

○虐待防止に関する責任者 〔職氏名〕  園長  三浦 幸子 

 

１３．褥 瘡 対 策 等 

事業所は、ご契約者に対し良質なサービスを提供する取り組みの一つとして、褥瘡が

発生しないような適切な介護に努めるとともに、褥瘡対策指針を定め、その発生を防

止するための体制を整備します。 

 

１４．感染症対策等 

感染症の発生又は蔓延しないように、感染症及び食中毒の予防及び蔓延の防止のため

の指針を定め、必要な措置を講ずるための体制を整備します。 
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１５．事故発生時の対応 

事業所は、サービス提供中に事故が発生した場合には、ご家族、協力病院、関係機関

へ迅速に報告・連絡を行う等の必要な措置を講じ、協議して対応します。また、事故

の状況及び事故に際してとった処理等について記録し、その原因を解明し再発を防止

する対策を講じます。 

１６．非常災害時の対応 

非常災害時は、ご契約者の安全第一を優先し、迅速適切な対応（避難、二次災害の防

止等）に努めます。また、災害に備えるため、年２回以上の防災訓練を行います。 

１７．事業所利用の留意事項 

事業所のご利用にあたって、事業所を利用されている利用者の共同生活の場としての

快適性・安全性を確保するため、下記の事項をお守り下さい。 

（１）持込の制限 

利用に当たり、以下のものは原則として持ち込むことができません。 

生鮮食品（職員とご相談下さい）、ペット等 

※場合によっては事業所で管理させて頂く場合があります。 

（２）面 会 

面会時間 9：00～17：00（年末年始はこの限りではありません） 

通院・入浴・リハビリ等と重ならないよう事前に電話もしくはラインにて連絡、入居者

様のお部屋にて面会となります。 

（３）設備の使用上の注意 

・居室及び共用設備、敷地をその本来の用途に従ってご利用して下さい。 

・故意に、又はわずかな注意を払えば避けられたにもかかわらず、施設・設備を壊した

り、汚したりした場合には、ご契約者に自己負担により現状に復していただくか又は

相当の代価をお支払いいただきます。 

・ご契約者に対するサービスの実施及び安全衛生等の管理上の必要があると認められる

場合には、ご契約者の居室内に立ち入り、必要な措置をとることができるものとしま

す。ただし、その場合、ご本人のプライバシー等の保護について、十分な配慮を行い

ます。 

・当事業所の職員や他の利用者に対し、迷惑を及ぼすような宗教活動、政治活動、営利

活動を行うことはできません。 

・喫 煙 

事業所内は健康上、受動喫煙防止のため全館禁止となっております。 
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令 和  年  月  日 

 

指定短期入所生活介護・指定介護予防短期入所生活介護サービスの提供の開始にあたり、

利用者に対して契約書及び本書面に基づいて重要な事項を説明し交付しました。 

 

【施   設】 所在地   青森県青森市大字高田字川瀬１８６番地１ 

施設名   特別養護老人ホーム寿幸園 

園 長   三 浦 幸 子 

指定番号  （介護保険事業所番号 ０２７０１００４０７） 

説明者職種 生活相談員      

 

指定短期入所生活介護・指定介護予防短期入所生活介護 

私は、契約者及び本書面により、事業者からサービスについて重要事項の説明を受け同意

しました。 

契 約 者  住  所                          

 

氏  名                          

 

代 理 人  住  所                          

 

氏  名                          

 

続  柄                          

 

身元保証人１ 住  所                          

 

氏  名                          

 

続  柄                          

 

身元保証人２ 住  所                          

 

氏  名                          

 

続  柄                          
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＜重要事項説明書付属文書＞ 

 

１．事業所の概要 

（１）建物の構造    鉄筋コンクリート 

（２）建物の延べ床面積   ５６１２．１２㎡ 

（３）併設事業  

   当事業所では、次の事業に併設して実施しています。 

  [介護老人福祉施設]平成１２年３月２０日指定 青森市 0270100407 号   定員９８名 

  [通 所  介 護]平成１２年２月１４日指定 青森市 0270100415 号   定員４０名 

 

２．職員の配置状況 

<配置職員の職種> 

  介護職員…………ご契約者の日常生活上の介護並びに健康保持のための相談・助言等

を行います。 

          ３名の利用者に対して１名の介護職員を配置しています。 

  生活相談員………ご契約者の日常生活上の相談に応じ、適宜生活支援を行います。 

          １名以上の生活相談員を配置しています。 

  看護職員…………主にご契約者の健康管理や療養上の世話を行いますが、日常生活上

の介護、介助等も行います。６名の看護職員を配置しています。 

  機能訓練指導員…ご契約者の機能訓練を担当します。 

                     １名の機能訓練指導員を配置しています。 

  介護支援専門員…ご契約者に係る居宅サービス計画（ケアプラン）を作成します。 

           生活相談員が兼ねる場合もあります。 

                     ７名の介護支援専門員を配置しています。 

  医 師……………ご契約者に対して健康管理及び療養上の指導を行います。 

            １名の医師（嘱託）を配置しています。 

 

※ なお、職員の欠員による変動があります。 
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３．契約締結からサービス提供までの流れ 

ご契約者に対する具体的なサービス内容やサービス提供方針については、入所後作成す 

る「短期入所生活介護サービス計画（ケアプラン）」に定めます。 

｢短期入所生活介護（ケアプラン）｣の作成及びその変更は次のとおり行います。 

（契約書第 3 条参照）    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．サービス提供における事業者の義務（契約書第 8 条、第 9 条参照） 

当事業所は、ご契約者に対してサービスを提供するに当たって、次のことを守ります。 

 

①ご契約者の生命、身体、財産の安全･確保に配慮します。 

②ご契約者の体調、健康状態からみて必要な場合には、医師又は看護職員と連携の上、

ご契約者から聴取、確認します。 

③ご契約者が受けている要介護認定の有効期間の満了日の 30 日前までに、要介護認

定の更新の申請のために必要な援助を行います。  

④ご契約者に提供したサービスについて記録を作成し、2 年間保管するとともに、ご

契約者又は代理人の請求に応じて閲覧させ、複写物を交付します。 

⑤ご契約者に対する身体的拘束その他行動を制限する行為を行いません。  

  ただし、ご契約者又は他の利用者等の生命、身体を保護するために緊急やむを得な

い場合には、記録を記載するなど、適正な手続きにより身体等を拘束する場合があり

ます。  

⑥事業所及びサービス従事者又は従業員は、サービスを提供するにあたって知り得た

ご契約者又はご家族等に関する事項を正当な理由なく、第三者に漏洩しません。（守

秘義務） 

 ただし、ご契約者に緊急な医療上の必要性がある場合には、医療機関等にご契約者

の心身等の情報を提供します。 

  

 

 

 

 

②その担当者は短期入所生活介護計画の原案について、ご契約者及びそ

の家族等に対して説明し、同意を得たうえで決定します。 

③短期入所生活介護計画は、ご契約者が利用するサービスの継続の状

況、若しくはご契約者及びその家族等の要請に応じて、変更の必要が

あるかどうかを確認し、変更の必要のある場合には、ご契約者及びそ

の家族等と協議して、短期入所生活介護計画を変更します。 

④短期入所生活介護計画が変更された場合には、ご契約者に対して書面

を交付し、その内容を確認していただきます。  

①当事業所の介護支援専門員（ケアマネジャー）に短期入所生活介護計

画の原案作成やそのために必要な調査等の業務を担当させます。 
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個人情報利用同意書 

 

私（及び私の家族）の個人情報の利用については、下記の場合に必要最小限の範囲内で使用する

ことに同意します。 

記 

 

１．使用目的 

（１）介護サービスの提供を受けるに当たって、介護老人福祉施設内で開催されるサービス担当

者会議等において、利用者の状態、家族の状況を把握する為に必要な場合。 

（２）上記（１）のほか、介護支援専門員又は介護サービス事業者との連絡調整の為に必要な場 

合。 

（３）現に介護老人福祉施設サービスの提供を受けている場合で、私が体調を崩し又は怪我等で

病院へ行った時、医師又は看護師に説明する場合。 

 

２．個人情報を利用する事業所 

（１）利用されている介護老人福祉施設 

（２）病院又は診療所（体長を崩し又はケガ等で診療することとなった場合） 

 

３．個人情報を使用する期間 

介護サービスの提供を受けている期間 

 

４．使用する条件（事業所の責務） 

（１）個人情報の利用については、必要最低限の範囲で使用するものとし、個人情報の提供に当

たっては、関係者以外の者に漏れることのないよう細心の注意を払うこと。 

（２）個人情報を使用した会議、相手方、個人情報利用の内容等その経過を記録すること。 

 

以上 

 

    年    月    日 

 

 

施設の名称 特別養護老人ホーム 寿幸園 

       園 長  三 浦 幸 子 殿 

 

 

利 用 者  住 所                      

 

氏 名                      

 

利用者家族  住 所                      

 

氏 名                      
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令和６年４月１日改定 


